
 

日本書道文化協会普及事業「街なか書道体験」 

 

「日本書道文化協会」は、書道の伝統的な書法を受け継ぎ、未来へとつないでいくため

に、その書道の技の保存と向上を図ることを目的として設立された団体です。 

『書道』は 2021（令和 3）年 12 月に「登録無形文化財」となり、日本書道文化協会は

『書道』を保持継承発展させるための「保持団体」として、文部科学大臣から認定を受け

ました。 

日本書道文化協会では、『書道』の普及振興のための事業として、「街なか書道体験」と

称する、人々が気軽に『書道』にチャレンジできる体験の場を生活圏の街場に作る活動を

行っています。著名書家の手本を基に製作した「いろは歌」や「般若心経」などのなぞり

書き用紙に、筆ペンなども含め”毛筆で書く体験”をすることにより、日本の伝統文化であ

る『書道』に親しんでもらうこととしており、多くのイベント会場などで、子どもから大

人までたくさんの方々に『書道』を体験してもらっています。 

これからも、より多くの場所でより多くの方々に『書道』を楽しく体験していただける

よう「街なか書道体験」を推進していくこととしておりますので、皆様のご協力をよろし

くお願い申し上げます。 

 ２０２４年 

                               日本書道文化協会 
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「街なか書道体験」を実施したい方へのご案内 
 

「街なか書道体験」は、日本書道文化協会でも不定期に実施しておりますが、この事業を広く実

施していくには、「書道」を愛好し、「書道」の未来を想う方々のご支援ご協力が必要と考えており

ます。 

私が開く書道展や書道塾で「街なか書道体験」を実施したい、私の住む町の文化祭で「街なか書 

道体験」を催したい、公民館で行っているカルチャー教室に「街なか書道体験」を取り入れてみた 

い、このようなご希望がありましたら、お気軽に下記日本書道文化協会事務局までご相談ください。 

街なか書道体験 実施までの手順 

①「実施申請書」および資料の提出 

「実施申請書」に必要事項を記入し、メール・FAX・郵送のいずれかで事務局までお送りくださ 

い。「実施申請書」のフォームは、日本書道文化協会のホームページからダウンロードすること

ができます。「実施申請書」の他に、イベント案内はがきやチラシ、展覧会名簿等の資料の現物

または、ゲラ刷り原稿、企画書なども併せてお送りください。 

②実施可否の審査／審査基準 

「実施申請書」を基に、実施可否の審査を行います。 

審査基準として、体験は基本的に” 無料 ”でお願いしております。ただし、参加者に実費を負担い

ただくための少額の参加料（子どもにも負担にならない少額）は可とします。 

審査結果は１０日前後で返信いたします。 

万が一当協会の趣旨に合わない場合は、実施をお断りすることもあります。 

③備品提供 

実施の許可が出た個人や団体には、次のものを提供することができます。 

 用紙、チラシ、ポスターは無料配布ですが、筆ペンと幟（バナー）は無料貸出となるため、体験

後に速やかにご返却いただきます。 

なお、これらの備品を送付する時の送料、筆ペンや幟をご返却いただく時の送料は、申請者側の

ご負担となることを予めご了承ください。 

 ＜無料配布の備品＞ 

  ■いろは歌なぞり書き用紙  ■般若心経なぞり書き用紙  ■案内チラシ  ■広報用ポスター 

提供数 … なぞり書き用紙は各種類ごとに参加者１名につき１枚とし、予定する参加人数 

分の枚数までとします。ただし提供できる枚数には限りがあります。 

案内チラシは１開催につき３０枚まで、ポスターは１開催につき１枚とします。 

＜無料貸出の備品＞ ※体験終了後１０日以内に返却が必要 

■筆ペン  ■広報用の幟（バナー） 

提供数 … 筆ペンは参加者１名につき１本とし、予定する参加人数分の本数までとします。 

ただし提供できる本数には限りがあります。 

幟は１開催につき１枚とします。 

注意事項 … 筆ペンは紛失が起こらないよう、申請者側での管理を徹底してください。 

備考 … 筆ペンを使用せず、申請者側で毛筆・墨（墨汁）・硯をご用意いただくと、より 

     本格的な書道体験になります。 

④「実施報告書」の提出 

体験終了後は、「実施報告書」を記入し、終了後１０日以内に、メール・FAX・郵送のいずれか

で事務局までご報告をお願いします。「実施報告書」のフォームは、日本書道文化協会のホーム

ページからダウンロードすることができます。 
 

お問い合わせ先  日本書道文化協会 事務局 

事務局長 片山純一   本件担当者 内海祐子（うちうみゆうこ）、林田麻希（はやしだまき） 

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-11-1 デルックス溜池山王 全国書美術振興会内 

TEL. 03-3568-2071（平日 10：00～17：30 土日祝は休み）  FAX. 03-3568-2072 
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